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は
じ
め
に

　

朝
鮮
に
お
け
る
本
格
的
な
銀
流
通
は
壬
辰
倭
乱
に
お
い
て
明
軍
が
兵
餉
と
し
て
銀
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
を
出
発
点

と
す
る
が
、そ
の
後
一
七
・
一
八
世
紀
に
流
通
し
た
銀
の
大
部
分
は
東
萊
倭
館
を
通
し
て
輸
入
さ
れ
た
日
本
銀
で
あ
っ

た
。
一
八
世
紀
半
ば
に
日
本
銀
の
流
入
が
杜
絶
す
る
と
朝
鮮
国
内
の
銀
鉱
か
ら
採
掘
さ
れ
た
礦
銀
が
流
通
す
る
よ
う

に
な
り
、
一
九
世
紀
に
は
中
国
へ
紅
蔘
を
輸
出
し
中
国
か
ら
銀
を
輸
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

中
国
・
日
本
・
朝
鮮
な
ど
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
銀
は
秤
量
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
銀
塊
の
重
さ
や

純
度
を
計
量
し
、
そ
の
価
値
を
算
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
中
国
と
日
本
と
で
は
使
用
法
が
若
干
異
な
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
中
国
で
は
品
位
や
秤
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
遠
隔
地
交
易
商
人
は
買
い
付
け
先
の
両
替
商
を
通

し
て
現
地
の
銀
を
調
達
し
、
売
り
込
み
先
で
得
た
銀
を
本
拠
地
の
銀
に
換
え
て
戻
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に

対
し
、
日
本
で
は
幕
府
が
江
戸
や
京
都
な
ど
の
銀
座
で
銀
貨
（
丁
銀
）
を
鋳
造
さ
せ
、
表
面
に
極
印
を
打
刻
し
て
信

用
の
表
象
と
し
て
い
た
。
銀
貨
の
品
位
は
何
度
も
変
更
さ
れ
た
が
、
同
じ
時
代
に
通
用
す
る
銀
の
品
位
は
統
一
さ
れ

て
い
た
。
中
国
で
は
ギ
ル
ド
ま
た
は
支
払
協
同
体
と
呼
ば
れ
る
商
人
相
互
の
自
律
的
な
信
頼
関
係
が
銀
の
円
滑
な
流
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通
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
幕
府
権
力
が
銀
貨
の
信
用
性
を
担
保
し
て
い
た
。

　

一
方
朝
鮮
で
は
一
七
世
紀
末
ま
で
大
量
に
輸
入
さ
れ
た
品
位
八
〇
％
の
慶
長
銀
が
政
府
機
関
や
商
人
の
間
で
厚
く

信
用
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）、
幕
府
は
慶
長
銀
を
品
位
六
四
％
の
元
禄
銀
（
元
銀
）
に

改
鋳
し
、
こ
れ
を
対
朝
鮮
貿
易
に
も
使
用
す
る
よ
う
対
馬
藩
に
命
じ
た
。
し
か
し
元
禄
銀
は
銀
座
の
極
印
が
打
た
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
で
の
流
通
が
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
銀
貨
の
切
り
替
え
は
日
朝
貿
易
の
減
縮
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
に
窮
し
た
対
馬
藩
は
幕
府
に
請
願
し
て
人
蔘
代
往
古
銀
（
特
鋳
銀
）
と
呼
ば
れ
る
品
位
八
〇
％
の

貿
易
銀
を
鋳
造
し
て
貰
い
、
こ
れ
を
対
朝
鮮
輸
出
に
振
り
向
け
た（
１
）。
こ
れ
ら
の
史
実
か
ら
、
私
は
前
稿
に
て
、
朝

鮮
で
は
独
自
の
銀
流
通
制
度
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
銀
と
り
わ
け
品
位
八
〇
％
の
慶
長
銀
や
人
蔘
代
往
古
銀

を
選
好
し
た
と
結
論
付
け
た（
２
）。
た
だ
元
禄
銀
問
題
を
除
き
朝
鮮
国
内
で
銀
が
ど
の
よ
う
に
行
使
さ
れ
て
い
た
の
か

を
知
る
手
掛
か
り
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
当
事
者
で
あ
る
商
人
の
残
し
た
史
料
は
皆
無
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、

ま
た
数
少
な
い
官
撰
史
料
も
相
互
に
矛
盾
す
る
部
分
が
多
く
、編
纂
者
の
明
ら
か
な
謬
見
も
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
る
。

ま
た
政
府
機
関
は
丁
銀
・
元
銀
・
礦
銀
な
ど
品
位
の
異
な
る
銀
貨
を
大
量
に
備
蓄
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
を
品
位
別
に
記
し
た
史
料
は
乏
し
い
。
も
ち
ろ
ん
中
国
の
庫
平
銀
の
よ
う
な
国
庫
専
用
の
銀
両
制
度
（
虚
銀
両
）

が
施
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
総
じ
て
朝
鮮
に
お
け
る
銀
流
通
の
実
態
は
い
ま
だ
厚
い
ベ
ー
ル
に
覆
わ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
従
来
の
朝
鮮
後
期
貨
幣
史
研
究
は
、
粛
宗
四
年
（
一
六
七
八
）
よ
り
鋳
造
が
開
始
さ
れ
、

一
八
世
紀
に
は
停
鋳
と
再
開
鋳
と
の
間
を
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
一
九
世
紀
に
は
貨
幣
の
首
座
を
占
め
る
常
平
通
宝
を

主
た
る
対
象
と
し
て
展
開
さ
れ（
３
）、
銀
に
つ
い
て
の
専
論
は
韓
明
基
の
研
究
を
除
き
見
当
た
ら
な
い（
４
）。

　

と
は
言
え
、
朝
鮮
後
期
に
銀
が
相
当
量
流
通
し
、
そ
の
多
く
が
品
位
八
〇
％
の
日
本
銀
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で

あ
ろ
う
。
問
題
は
一
定
量
流
入
し
た
元
銀
や
国
内
で
産
出
さ
れ
た
礦
銀
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
元
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銀
は
「
死
貨
」
と
見
な
さ
れ
て
政
府
備
蓄
に
回
さ
れ
、
礦
銀
も
多
く
は
備
蓄
さ
れ
た
こ
と
は
前
稿
で
述
べ
た
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
中
国
で
は
純
度
に
見
合
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
、
貨
幣
と
し
て
十
分
通
行
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
政
府

は
ま
ず
使
行
貿
易
や
勅
使
応
接
に
お
い
て
、
国
内
で
は
規
格
外
と
見
な
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
銀
を
使
い
始
め
る
。
そ
れ

は
や
が
て
政
府
の
財
政
支
出
に
も
及
ぶ
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
銀
の
品
位
に
焦
点
を
絞
り
、
政
府
財
政
・
日
朝
貿
易
・

対
清
関
係
の
諸
側
面
か
ら
朝
鮮
後
期
の
銀
流
通
に
つ
い
て
再
考
察
す
る
。

　
　
　

一　

政
府
財
政
と
銀
品
位

　

朝
鮮
政
府
は
銀
を
純
度
で
区
別
し
、
そ
の
単
位
を
成
（
星
と
も
記
す
）
で
表
示
し
た
。『
万
機
要
覧
』
財
用
編
四
、

金
銀
銅
鉛
の
条
に
「
凡
そ
銀
貨
は
其
の
成
数
を
観
、
定
め
て
高
下
と
為
す
。
最
上
は
之
を
十
成
と
謂
い
、
其
の
次
は

之
を
九
成
と
謂
い
、
又
其
の
次
は
之
を
八
成
と
謂
い
、
又
其
の
次
は
之
を
七
成
と
謂
い
、
最
下
は
之
を
六
成
と
謂
う
。

丁
銀
は
是
れ
七
成
、
即
ち
倭
銀
な
り
」
と
あ
り
、
純
銀
を
十
成
と
し
て
九
成
・
八
成
・
七
成
・
六
成
の
都
合
五
種
の

銀
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
同
じ
条
に
は
「
戸
曹
の
銀
は
四
名
あ
り
。
天
銀
・
地
銀
・
玄
銀
・
黄
銀
と
曰
う
。
天

銀
は
御
用
の
器
皿
に
用
い
、
地
銀
は
支
勅
・
礼
単
に
用
い
、
玄
銀
・
黄
銀
は
諸
般
の
経
用
に
用
う
」
と
あ
り
、
千
字

文
の
天
地
玄
黄
に
因
ん
だ
四
種
の
銀
（
行
論
で
は
天
地
玄
黄
銀
と
総
称
す
る
）
が
あ
っ
た
と
も
語
る
。
こ
れ
に
よ
り

天
地
玄
黄
の
順
に
品
位
が
上
か
ら
下
へ
と
序
列
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
が
、
成
数
表
示
銀
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

前
稿
で
解
明
し
た
よ
う
に
、
天
地
玄
黄
銀
の
内
、
天
銀
は
名
目
上
十
成
と
さ
れ
、
礦
銀
や
中
国
銀
が
こ
れ
に
相
当
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し
た
。
も
ち
ろ
ん
実
際
の
純
度
は
一
〇
〇
％
を
下
回
る
。
し
か
し
地
銀
・
玄
銀
・
黄
銀
の
呼
称
は
ほ
と
ん
ど
史
料
に

見
ら
れ
な
い
。
ま
た
日
本
銀
に
つ
い
て
、
慶
長
銀
は
八
成
、
元
禄
銀
は
六
成
（
朝
鮮
政
府
の
評
価
品
位
は
六
三
％
で

あ
る
が
六
成
と
略
称
さ
れ
た
）
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丁
銀
す
な
わ
ち
倭
銀
を
七
成
と

す
る
の
は
明
ら
か
な
誤
謬
で
あ
る
。
次
節
で
触
れ
る
よ
う
に
、
対
馬
藩
が
品
位
五
〇
％
の
宝
永
銀
の
通
行
を
東
萊
府

使
に
打
診
し
た
時
、
代
官
倭
と
呼
ば
れ
る
公
私
貿
易
担
当
の
藩
士
が
こ
の
銀
は
元
禄
銀
よ
り
高
品
位
で
慶
長
銀
よ
り

低
品
位
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
、
後
に
新
丁
銀
す
な
わ
ち
人
蔘
代
往
古
銀
が
七
成
宝
字
新
銀
で
あ
る
と
い
う
誤
解

を
生
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
九
成
に
つ
い
て
は
全
く
手
掛
か
り
が
な
い
。
総
じ
て
『
万
機
要
覧
』
の
記
述
は
信
頼

性
が
乏
し
い
。

　

管
見
の
限
り
、天
地
玄
黄
銀
の
名
称
は『
承
政
院
日
記
』第
九
八
冊
、仁
祖
二
五
年（
一
六
四
七
）八
月
三
日
の
条
で
、

戸
曹
が
長
期
備
蓄
す
る
封
不
動
銀
一
万
五
千
両
の
内
訳
は
、
天
地
玄
銀
が
一
万
両
、
黄
銀
が
そ
の
半
分
の
五
千
両
で

あ
る
が
、
黄
銀
は
礼
単
や
別
贈
に
使
用
で
き
な
い
と
状
啓
し
た
こ
と
を
嚆
矢
と
す
る
。
黄
銀
は
勅
使
の
接
待
に
用
い

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
低
品
位
の
銀
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
孝
宗
五
年
（
一
六
五
四
）
に
黄

な
る
者
が
、

平
安
道
兵
馬
節
度
使
在
任
時
に
営
儲
木
四
〇
〇
同
を
換
色
と
称
し
て
換
銀
流
用
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
父
の
葬
儀

に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
、
銀
色
の
好
悪
を
精
選
せ
ず
急
遽
銀
を
掻
き
集
め
た
た
め
、
市
井
の
品
劣
銀

で
あ
る
黄
銀
が
混
ざ
り
、
結
果
と
し
て
国
庫
を
毀
損
し
た
と
弾
劾
さ
れ
た
事
例
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
通
り（
５
）、
市
中

で
流
通
す
る
銀
は
品
位
の
劣
る
黄
銀
で
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
初
の
平
安
道
や
漢
城
の
市
場
に
は
明
軍
が
遺
し
た
中
国

銀
や
国
産
銀
が
あ
る
程
度
流
通
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
戸
曹
は
そ
れ
ら
を
収
納
す
る
際
、
品
位
に
応

じ
て
天
地
玄
黄
の
名
称
を
付
し
て
弁
別
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
日
本
銀
の
大
量
流
入
に
よ
り
品
位
が
ま
ち
ま
ち
な
中
国
銀
や
国
産
銀
が
市
場
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
と
、
朝
廷
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で
も
天
地
玄
黄
の
意
味
が
次
第
に
忘
れ
ら
れ
、
名
称
だ
け
が
残
っ
た
。
粛
宗
即
位
年
（
一
六
七
四
）
に
は
刑
曹
の
書

吏
・
庫
直
・
書
直
（
い
ず
れ
も
胥
吏
）
ら
が
本
庁
の
黄
銀
一
千
余
両
を
窃
盗
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し（
６
）、
粛
宗
五

年
に
は
戸
曹
判
書
睦
来
善
が
戸
曹
備
蓄
銀
一
七
万
余
両
の
中
か
ら
天
銀
五
千
両
・
地
銀
一
千
両
・
黄
銀
一
万
四
千
両

を
江
華
府
に
移
送
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り（
７
）、
粛
宗
三
七
年
に
は
尚
衣
院
が
黄
銀
七
七
両
を
盗
ま
れ
る
と
い
う

事
件
が
発
生
し
て
い
る
よ
う
に（
８
）、
粛
宗
期
に
は
天
銀
・
地
銀
・
黄
銀
の
区
別
は
明
瞭
で
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
英
祖
四
年
（
一
七
二
八
）
七
月
に
は
戸
曹
判
書
権
以
鎮
が
、
現
在
戸
曹
の
備
蓄
銀
は
天
銀
・
地
銀
・
黄
銀
合
わ

せ
て
万
余
両
に
過
ぎ
な
い
と
報
告
し
て
お
り（
９
）、
同
年
一
〇
月
に
も
戸
曹
が
天
地
銀
二
万
余
両
を
封
不
動
と
し
、
玄

黄
銀
四
万
一
千
両
を
財
政
運
用
し
て
い
る
と
状
啓
し
て
い
る
よ
う
に（
10
）、
天
地
玄
黄
の
弁
別
法
は
英
祖
初
期
に
も
続

い
て
い
た
。
し
か
し
英
祖
一
〇
年
、
国
王
よ
り
戸
曹
の
所
捧
は
天
銀
か
、
ま
た
広
銀
（
礦
銀
）
と
は
天
銀
の
こ
と
か

と
問
わ
れ
た
戸
曹
判
書
宋
寅
明
は
、「
品
は
則
ち
天
銀
為
り
。
而
る
に
名
は
則
ち
玄
銀
・
黄
銀
の
称
有
り
。
我
国
の

人
、
雑
鉛
の
法
を
知
ら
ず
。
故
に
人
心
奸
な
り
と
雖
も
、
鋳
銀
に
善
な
ら
ず
矣
」
と
答
え
て
い
る
よ
う
に（
11
）、
品
位

が
天
銀
に
相
当
す
る
銀
で
も
玄
銀
・
黄
銀
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
正
祖
二
年
（
一
七
七
八
）
に
な
る

と
、
戸
曹
備
蓄
銀
の
品
位
は
本
来
天
銀
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉛
鉄
が
混
入
さ
れ
黄
銀
と
化
し
て
い
る
こ
と
を

憂
慮
し
た
国
王
に
対
し
、
行
都
承
旨
洪
国
栄
は
「
当
初
封
不
動
の
時
、
天
地
玄
黄
の
別
有
り
。
而
る
に
中
間
錯
雑
の

事
あ
り
て
、
実
に
未
だ
知
る
可
か
ら
ず
矣
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に（
12
）、
銀
の
長
期
備
蓄
に
際
し
て
定
め
ら
れ
た
天

地
玄
黄
法
は
一
八
世
紀
中
期
頃
か
ら
次
第
に
廃
れ
始
め
、
後
期
に
は
正
祖
の
側
近
で
さ
え
そ
の
内
容
を
知
ら
な
い
有

様
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
天
地
玄
黄
銀
は
戸
曹
で
用
い
ら
れ
た
銀
色
の
区
分
で
あ
り
、
そ
の
品
位
（
成
数
）
は
天
銀
が
名
目

上
十
成
と
見
な
さ
れ
た
の
を
除
き
不
明
で
あ
る
。
そ
の
出
自
は
中
国
銀
ま
た
は
国
産
銀
で
あ
り
、
日
本
銀
は
こ
れ
に
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含
ま
れ
な
い
。
従
っ
て
正
祖
五
年
、
訓
錬
都
監
の
備
蓄
に
つ
い
て
従
事
官
鄭
東
浚
が
「
正
銀
・
天
銀
・
地
銀
・
玄
銀
・

元
銀
・
丁
銀
合
わ
せ
て
二
万
八
千
九
百
四
両
な
り
」
と
報
告
し
て
い
る
よ
う
に（
13
）、
天
地
玄
銀
と
元
銀
・
丁
銀
と
は

峻
別
さ
れ
て
い
た
。
丁
銀
と
は
日
本
銀
の
総
称
で
あ
る
が
（
原
義
は
長
め
の
楕
円
形
状
に
鋳
造
さ
れ
た
銀
貨
の
意
。

但
し
朝
鮮
で
は
豆
板
銀
も
含
め
丁
銀
と
呼
ん
で
い
た
）、
朝
鮮
に
輸
入
さ
れ
た
の
は
慶
長
銀
・
元
禄
銀
・
人
蔘
代
往

古
銀
・
正
徳
享
保
銀
の
四
種
類
で
あ
り
、
こ
の
内
元
禄
銀
は
市
場
で
の
流
通
が
困
難
な
銀
と
し
て
特
別
扱
い
さ
れ
た

た
め
、
元
禄
銀
を
除
い
た
品
位
八
〇
％
の
慶
長
銀
お
よ
び
人
蔘
代
往
古
銀
・
正
徳
享
保
銀
が
丁
銀
と
呼
ば
れ
た
。

　
「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
と
い
う
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
通
り
、
朝
鮮
政
府
は
良
貨
で
あ
る
天
地
銀
や
丁
銀
を

封
不
動
銀
に
回
し
、
玄
黄
銀
を
財
政
支
出
に
使
用
し
た
。
英
祖
一
〇
年
に
は
淑
寧
翁
主
の
住
居
と
し
て
黄
銀
一
千
両

を
、
明
安
公
主
の
宮
房
地
代
と
し
て
黄
銀
二
千
両
を
支
出
し
て
お
り
、
ま
た
純
祖
一
六
年
（
一
八
一
六
）
に
も
慶

寿
宮
第
宅
代
価
と
し
て
黄
銀
六
六
〇
両
・
銭
一
七
八
二
両
を
輸
送
し
て
い
る
よ
う
に（
14
）、
民
間
へ
の
支
払
い
に
は

極
力
低
品
位
の
黄
銀
が
充
て
ら
れ
た
。
粛
宗
初
に
刑
曹
や
尚
衣
院
で
黄
銀
が
盗
ま
れ
た
の
も
、
黄
銀
が
国
庫
の
奥

深
く
に
封
印
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
日
常
的
な
財
政
支
出
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
間
接
的
に
裏
付
け
て
い
る
。

一
七
・
一
八
世
紀
に
は
丁
銀
が
、
一
九
世
紀
に
は
礦
銀
が
市
中
で
通
行
し
て
い
た
た
め
、
受
領
者
は
悪
貨
で
の
支
払

い
を
忌
避
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
殿
閣
や
邸
宅
な
ど
の
建
築
に
際
し
て
は
資
材
や
労
働
力
が
強
制
的
に
徴
発
さ
れ
た

た
め
、
受
取
人
が
良
貨
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

黄
銀
に
次
い
で
人
気
が
低
か
っ
た
の
は
礦
銀
で
あ
る
。
礦
銀
は
名
目
上
は
十
成
天
銀
と
さ
れ
た
が
、
朝
鮮
の
吹
錬

技
術
は
低
く
、
ま
た
鉛
鉄
の
意
図
的
混
入
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
低
品
位
銀
や
贋
造
銀
が
混
在
し
、
八
成
丁

銀
よ
り
価
格
が
安
か
っ
た
。
た
と
え
ば
正
祖
一
七
年
（
一
七
九
三
）、
前
江
界
府
使
権

の
上
啓
に
よ
る
と
、
平
安

道
江
界
府
で
は
丁
銀
が
高
騰
し
て
銅
銭
三
両
五
―
六
銭
と
な
り
、
一
方
同
地
に
は
銀
鉱
が
あ
る
た
め
、
天
銀
一
両
は
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銅
銭
二
両
五
銭
で
あ
っ
た（
15
）。
江
界
府
で
は
天
銀
は
丁
銀
よ
り
銭
一
両
も
低
価
格
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
八
世
紀
初
よ
り
丁
銀
の
輸
入
量
が
減
少
し
、
中
葉
に
至
り
杜
絶
す
る
と
、
丁
銀
に
対
す
る
信
用
は
揺
ら

ぎ
始
め
た
。
そ
も
そ
も
丁
銀
が
朝
鮮
商
人
の
間
で
高
い
評
価
を
受
け
た
の
は
贋
物
が
混
入
し
て
い
な
い
と
い
う
安
心

感
の
せ
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
信
用
を
裏
打
ち
し
て
い
た
の
は
銀
座
を
管
理
す
る
大
黒
常
是
の
極
印
で
あ
っ
た
（
但

し
宝
永
期
特
鋳
銀
に
は
常
是
の
極
印
な
し
）。
し
か
し
丁
銀
も
秤
量
貨
幣
で
あ
る
か
ら
に
は
、
流
通
過
程
に
お
い
て

ど
う
し
て
も
適
当
な
重
さ
に
切
り
刻
ん
で
使
用
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
し
て
切
れ
込
み
が
入
れ
ら
れ
た
銀
塊
に

は
雑
鉄
す
な
わ
ち
諸
種
の
卑
金
属
が
混
入
さ
れ
た
も
の
が
多
々
あ
っ
た
。
正
祖
二
三
年
、
江
華
府
の
備
蓄
を
監
査
し

た
宣
伝
官
鄭
周
誠
の
状
啓
に
よ
る
と
、「
丁
銀
の
銀
片
に
は
中
心
に
三
本
線
が
う
っ
す
ら
と
見
え
る
も
の
が
間
々
あ

り
、
小
刀
や
錐
で
検
査
し
て
み
る
と
雑
鉄
が
混
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
あ
り
、
不
純
物
を
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
状
に
挟
み
込
ん
だ
贋
造
丁
銀
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
が
、
し
か
し
「
天
銀
も
丁
銀
も

（
帳
簿
と
の
）
僅
か
な
誤
差
が
有
っ
た
が
、
総
数
に
は
欠
損
が
無
く
、
銀
片
に
雑
鉄
が
混
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
星

数
が
や
や
劣
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
不
正
の
跡
は
見
ら
れ
ず
、
別
に
論
ず
べ
き
こ
と
は
無
い
」

と
結
論
付
け
て
い
る
よ
う
に（
16
）、
一
八
世
紀
末
に
は
品
位
の
劣
る
偽
造
丁
銀
も
多
く
見
ら
れ
、
官
吏
も
こ
れ
を
咎
め

立
て
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
丁
銀
は
品
位
に
対
す
る
信
頼
性
を
徐
々
に
喪
失
し
、
一
九
世
紀
に
は
主
役
の

座
を
礦
銀
に
明
け
渡
す
よ
う
に
な
る
。

　

純
祖
二
五
年
（
一
八
二
五
）
備
辺
司
の
上
啓
に
よ
る
と
、
銀
木
廛
市
民
ら
は
「
従
来
尚
衣
院
の
貢
物
は
天
銀
で
買

い
付
け
て
戸
曹
か
ら
丁
銀
で
支
払
い
を
受
け
、
銀
品
位
の
減
縮
分
に
は
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
両
銀
の
価
格
差

の
拡
大
に
よ
っ
て
損
失
が
甚
だ
多
い
。
ま
た
以
前
は
紙
の
貢
納
を
丁
銀
で
受
領
し
て
い
た
が
、
当
時
は
丁
銀
価
格
が

高
か
っ
た
の
で
品
位
の
減
縮
分
を
補
塡
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
で
は
丁
銀
は
無
用
と
な
り
、
丁
銀
の
市
価
が
銀
一
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両
に
つ
き
銭
一
両
以
上
下
落
し
た
の
で
、
損
失
が
膨
ら
ん
で
い
る
」
と
訴
え
て
い
る（
17
）。
こ
の
頃
の
銀
価
格
は
不
明

で
あ
る
が（
18
）、
丁
銀
の
公
定
価
格
で
あ
る
銭
二
両
五
銭
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
銭
一
両
の
下
落
に
よ
り
丁
銀
の
価
値
は

六
割
に
下
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
正
祖
一
七
年
の
江
界
府
で
は
丁
銀
が
天
銀
よ
り
銭
一
両
以
上
高
値
で
あ
っ
た
こ
と

を
鑑
み
て
も
、
丁
銀
の
人
気
低
下
は
顕
著
で
あ
る
。
貢
人
は
丁
銀
で
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
経
営
を
悪
化
さ

せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
憲
宗
二
年
（
一
八
三
六
）、
代
理
聴
政
を
行
っ
て
い
た
純
元
大
妃
が
平
安
・
咸
鏡
両

道
へ
の
賑
資
を
天
銀
で
換
算
し
て
支
払
え
と
戸
曹
に
命
じ
て
い
る
よ
う
に（
19
）、
財
政
支
出
の
規
準
は
丁
銀
か
ら
礦
銀

（
天
銀
）
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

一
八
世
紀
ま
で
礦
銀
の
人
気
が
低
か
っ
た
の
は
、
品
質
が
一
律
で
な
く
、
鉛
鉄
を
埋
め
込
ん
だ
贋
造
銀
が
少
な
く

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
丁
銀
に
も
贋
造
銀
が
多
数
出
回
る
と
、
ど
う
せ
な
ら
名
目
品
位
が
高
い
礦
銀
が

選
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
国
内
市
場
に
お
け
る
銀
貨
の
役
割
は
一
九
世
紀
に
は
低
下
し
、
代

わ
っ
て
銅
銭
が
擡
頭
し
た
。
と
は
言
え
、
朝
鮮
が
対
清
・
対
日
貿
易
を
継
続
す
る
限
り
、
銀
貨
圏
か
ら
完
全
に
離
脱

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
七
世
紀
か
ら
朝
鮮
は
対
日
貿
易
で
銀
を
輸
入
し
、
勅
使
贈
給
や
使
行
貿
易
を
通
し

て
清
国
に
送
り
出
し
て
い
た
。
対
清
関
係
に
お
け
る
銀
行
使
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
対
日
貿
易
に
お
け

る
銀
品
位
問
題
に
つ
い
て
復
習
し
て
お
こ
う
。

　
　
　

二　

東
萊
倭
銀
の
品
位

　

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
江
戸
幕
府
は
品
位
八
〇
％
の
慶
長
銀
か
ら
六
四
％
の
元
禄
銀
へ
銀
貨
を
改
鋳
し
た
。
対

馬
藩
は
当
分
の
間
手
持
ち
の
慶
長
銀
を
輸
出
し
続
け
た
が
、
元
禄
一
〇
年
四
月
よ
り
朝
鮮
と
元
禄
銀
通
用
交
渉
を
開
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始
し
た
。
し
か
し
朝
鮮
政
府
は
元
禄
銀
の
品
位
を
六
三
％
だ
と
し
て
譲
ら
ず
、
ま
た
対
馬
藩
主
宗
義
真
の
書
契
も
求

め
て
き
た
。
品
位
交
渉
は
元
禄
一
一
年
五
月
に
妥
結
さ
れ
、
七
月
に
は
宗
義
真
の
書
契
も
手
交
さ
れ
た
が
、
政
府
は

な
お
も
元
禄
銀
の
通
用
性
に
疑
問
を
抱
き
、
容
易
に
許
可
し
な
か
っ
た
。
東
萊
府
使
か
ら
倭
館
へ
回
答
が
寄
せ
ら
れ

た
の
は
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
一
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
対
馬
商
人
の
中
に
は
元
禄
銀
に
雑
ぜ
て
慶
長

銀
を
支
払
う
風
潮
が
見
ら
れ
る
ほ
ど
元
禄
銀
の
朝
鮮
で
の
評
判
は
悪
く
、
銀
の
実
質
的
輸
出
量
も
三
分
の
一
以
下
に

下
落
し
た
。
東
萊
貿
易
の
減
縮
は
漢
城
で
の
銀
貴
を
招
来
し
た（
20
）。

　

一
方
幕
府
は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
七
月
、勘
定
奉
行
荻
原
重
秀
の
指
図
に
よ
り
品
位
五
〇
％
の
宝
永
銀
（
二
ッ

宝
銀
）
を
鋳
造
し
た
。
そ
こ
で
対
馬
藩
は
翌
四
年
（
一
七
〇
七
）
九
月
、
宝
永
銀
の
通
行
交
渉
を
行
っ
た
。
朝
鮮
側

史
料
で
あ
る
『
辺
例
集
要
』
巻
九
、
開
市
に
よ
る
と
、
東
萊
府
使
韓
配
夏
は

（
丁
亥
）
九
月
、
代
官
倭
等
一
張
の
書
啓
を
伝
給
し
て
言
い
て
曰
く
。
日
本
行
用
の
元
銀
は
、
上
年
秋
自
り
宝

字
標
新
銀
に
改
造
さ
れ
た
り
。
願
わ
く
ば
貴
国
の
買
売
に
於
い
て
も
、
亦
通
行
を
為
さ
れ
ん
こ
と
を
云
云
と
。

そ
の
成
数
の
加
減
を
問
う
も
、
終
に
明
言
せ
ず
。
但
だ
元
銀
の
上
・
旧
銀
の
下
云
云
と
言
う
の
み
。
成
数
の
加

減
の
一
款
は
、
一
に
始
用
の
元
銀
の
例
に
依
り
吹
錬
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
成
数
を
知
る
可
き
是デ

ア
リ
マ
シ
テ

白
乎

、
書
啓

と
同
に
捧
上
上
送
し
、
新
銀
は
許
用
さ
れ
る
や
否
や
、
稟
旨
し
て
分
付
さ
れ
ん
（
傍
線
部
は
吏
読
）。

と
報
告
し
、
漢
城
朝
廷
よ
り
「
吹
錬
し
て
其
の
実
数
を
知
り
、
啓
聞
の
後
之
を
処
せ
」
と
の
回
答
を
得
た
。
そ
こ
で

彼
は

十
月
、
宝
銀
を
ば
吹
錬
し
て
称
量
し
た
る
に
、
則
ち
天
銀
の
実
数
、
五
成
の
分
数
に
過
ぎ
ず
。
而
ら
ば
反
っ
て

六
成
三
の
元
銀
に
如
か
ず
。
倭
人
が
謂
う
所
の
旧
銀
の
下
・
元
銀
の
上
な
る
者
は
都す

べ

て
虚
罔
に
帰
す
。
厳
辞
も

て
責
諭
し
た
る
に
、
則
ち
答
え
て
以い

わ為
く
。
向
日
云
う
所
は
、
只
島
中
で
聞
け
る
所
を
伝
え
し
而
已
。
初も

と

よ
り
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欺
罔
の
意
無
し
。
即
ち
代
官
を
島
中
に
送
り
、
曲
折
を
探
問
し
た
る
後
回
報
せ
ん
云
云
と
。

と
報
告
し
た
が
、
回
答
は
無
か
っ
た
。

　

こ
の
史
料
に
よ
る
と
対
馬
藩
は
品
位
を
曖
昧
に
し
な
が
ら
宝
永
銀
通
用
交
渉
に
臨
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
府
使
韓
配

夏
が
強
い
て
問
う
と
、
倭
館
の
役
人
は
新
銀
の
品
位
が
「
慶
長
銀
よ
り
低
い
が
元
禄
銀
よ
り
高
い
」
と
嘘
を
つ
い
た

が
、
翌
月
彼
が
現
物
の
宝
永
銀
を
吹
錬
し
て
測
っ
た
と
こ
ろ
五
成
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
を
難
詰
し
た
と

こ
ろ
、「
国
元
で
そ
う
聞
い
て
き
た
だ
け
で
す
」
と
答
え
て
い
る
。
当
時
の
朝
鮮
で
は
銀
の
吹
錬
技
術
が
あ
ま
り
高

く
な
か
っ
た
が
、
対
馬
藩
も
こ
の
よ
う
な
幼
稚
な
嘘
が
す
ぐ
露
見
す
る
こ
と
く
ら
い
は
予
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
何
故
彼
ら
は
か
か
る
行
動
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

田
代
和
生
に
よ
る
と
、
貿
易
不
振
に
悩
む
対
馬
藩
は
宝
永
二
―
三
年
頃
か
ら
灰
吹
上
銀
か
慶
長
銀
と
同
品
位
の
銀

を
日
朝
交
易
用
銀
と
す
る
こ
と
を
勘
定
奉
行
荻
原
重
秀
に
請
願
し
て
い
た
。
そ
の
直
後
に
重
秀
は
元
禄
銀
を
宝
永
銀

に
改
鋳
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
対
馬
藩
は
朝
鮮
が
断
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
形
ば
か
り
の
通
行
交
渉
を
行
い
、
重

秀
に
低
品
位
銀
が
朝
鮮
で
は
受
領
さ
れ
な
い
事
実
を
突
き
返
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
交
渉
担
当
者
が
品
位
に
つ
い
て
聞

か
れ
、
新
銀
は
元
禄
銀
よ
り
上
回
り
慶
長
銀
よ
り
下
回
る
と
述
べ
た
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
貿
易
銀
問
題
を
七
成

あ
た
り
で
妥
結
さ
せ
た
い
腹
づ
も
り
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
交
渉
は
あ
え
な
く
潰
え
た
が
、
重
秀

も
簡
単
に
は
折
れ
ず
、
そ
の
後
も
通
行
交
渉
が
続
け
ら
れ
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
は
東
萊
府
で
の
吹
き
分
け

が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
品
位
が
著
し
く
低
い
宝
永
銀
は
受
け
取
り
を
拒
否
さ
れ
た（
21
）。

　

一
方
、
漢
城
朝
廷
で
は
韓
配
夏
の
状
啓
を
め
ぐ
り
深
刻
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
粛
宗
三
三
年

（
一
七
〇
七
）九
月
二
〇
日
の
廷
議
で
、領
議
政
崔
錫
鼎
が「
東
萊
府
使
の
状
啓
に
よ
る
と
、倭
人
は
元
字
旧
銀
を
廃
し
、

宝
字
新
銀
を
出
送
し
た
い
と
請
う
て
い
る
と
あ
る
。
旧
銀
の
通
用
が
一
〇
年
も
経
た
な
い
の
に
、
ま
た
改
訂
を
請
う
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て
お
り
、
そ
の
間
の
事
情
は
推
し
量
り
難
い
。
し
か
し
新
銀
は
旧
銀
と
比
べ
て
や
や
高
品
位
な
の
で
、
た
と
え
今
こ

れ
を
許
し
た
と
し
て
も
、
貨
幣
政
策
に
お
い
て
損
は
無
い
だ
ろ
う
。
通
行
を
始
め
る
前
に
必
ず
両
国
の
人
を
立
ち
会

わ
せ
て
吹
錬
を
実
見
さ
せ
、
品
位
を
検
証
し
た
上
で
こ
れ
を
通
用
す
べ
し
」
と
上
啓
し
、
礼
曹
判
書
趙
泰
采
も
「
元

銀
は
戊
寅
年
に
始
め
て
出
来
し
た
が
、通
用
久
し
か
ら
ず
し
て
突
然
品
位
を
七
成
に
加
増
す
る
こ
と
を
請
う
て
お
り
、

そ
の
中
に
如
何
な
る
奸
計
が
有
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（
22
）。
崔
錫
鼎
も
趙
泰
采
も
対
馬
側
の
嘘
を
信

じ
た
が
、
趙
泰
采
に
至
っ
て
は
「
元
銀
の
上
・
旧
銀
の
下
」
と
い
う
言
辞
か
ら
新
銀
の
品
位
を
七
〇
％
と
決
め
つ
け

て
い
る
。
韓
配
夏
の
迅
速
な
吹
き
分
け
に
よ
り
翌
月
に
は
宝
永
銀
が
五
成
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
、
議
論
は
沙
汰
止

み
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
数
年
後
に
特
鋳
銀
の
通
行
交
渉
が
始
ま
っ
た
が
、
特
鋳
銀
も
ま
た
宝
永
年
間
に
鋳
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
朝
鮮
政
府
は
後
々
ま
で
特
鋳
銀
の
品
位
を
七
〇
％
で
あ
る
と
誤
解
し
続
け
た
。

　

通
行
交
渉
が
ま
と
ま
る
ま
で
対
馬
藩
は
幕
府
の
許
可
を
得
て
元
禄
銀
を
輸
出
し
続
け
た
が
、
元
禄
銀
の
確
保
も
次

第
に
困
難
に
な
る
と
、
密
か
に
灰
吹
銀
を
輸
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
粛
宗
三
五
年
（
一
七
〇
九
）
金
宇
杭
の
上
啓

に
よ
る
と
、
東
萊
か
ら
戸
曹
へ
送
付
さ
れ
る
税
銀
は
十
数
年
前
ま
で
は
一
万
六
―
七
千
両
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
八
―

九
千
両
へ
と
減
縮
し
、
今
年
に
至
っ
て
は
上
送
銀
の
半
分
が
天
銀
、
半
分
が
新
銀
（
元
禄
銀
）
で
、
丁
銀
に
換
算
す

る
と
一
千
二
百
余
両
に
過
ぎ
な
い
ま
で
落
ち
込
ん
だ
と
報
告
し
て
い
る（
23
）。
こ
の
時
期
の
倭
銀
輸
入
が
大
幅
に
低
落

し
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
よ
り
解
明
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
税
銀
の
半
数
が
天
銀
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
の
全
て
が
密
輸
出
銀
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
無
い
が
、
日
本
産
灰
吹
銀
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。

　

幸
い
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
幕
府
は
人
蔘
代
往
古
銀
の
鋳
造
を
開
始
し
、
翌
年
よ
り
朝
鮮
と
の
交
渉
に
入
り
、

一
七
一
二
年
か
ら
通
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
元
禄
銀
は
天
銀
に
吹
き
直
し
て
市
場
に
流
通
さ
せ
る
予
定
で
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あ
っ
た
が
、
比
較
的
短
期
間
で
輸
入
が
停
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
備
蓄
に
回
さ
れ
た
。
粛
宗
四
二
年
（
一
七
一
六
）、

行
判
中
枢
府
事
金
宇
杭
は
「
近
来
銀
貨
は
名
色
が
甚
だ
多
く
、使
行
に
お
け
る
弊
害
が
深
刻
で
あ
る
。
既
に
旧
丁
（
慶

長
銀
）
が
あ
り
、
そ
の
後
六
星
（
元
禄
銀
）・
八
星
（
人
蔘
代
往
古
銀
）
が
あ
り
、
最
近
で
は
新
丁
（
正
徳
・
享
保
銀
）

が
あ
る
。
今
は
新
丁
を
通
用
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
た
め
、
元
銀
は
死
貨
と
な
っ
た
。
各
衙
門
が
儲
備
す
る
元
銀
も

多
い
が
、
実
に
無
用
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
諸
臣
の
考
え
に
よ
る
と
、
元
銀
は
我
が
国
で
は
無
用
の
物
で
あ
る
が
、

北
京
で
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
使
行
の
時
、
八
包
の
銀
に
加
え
元
銀
を
余
分
に
持
っ
て
行
か
せ
、
丁
銀

と
交
換
さ
せ
れ
ば
良
い
と
云
う
」
と
上
啓
し
て
お
り（
24
）、
結
局
元
禄
銀
の
多
く
は
改
鋳
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
「
死
貨
」

と
し
て
諸
衙
門
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
新
丁
銀
（
宝
永
期
特
鋳
銀
・
正
徳
享
保
銀
・
元
文
期
特
鋳
銀
）
の
天
下
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
幕
府
が

銀
輸
出
総
量
を
縮
減
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。『
辺
例
集
要
』
巻
九
、
開
市
に
よ
る
と
、
辛
亥
（
一
七
三
一
）
一
一
月
、

倭
館
の
開
市
代
官
ら
が
東
萊
府
使
鄭
彦
燮
に
天
銀
二
万
余
両
の
通
行
を
打
診
し
、
鄭
彦
燮
が
吹
き
分
け
た
と
こ
ろ
品

位
十
成
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
朝
鮮
政
府
は
た
と
え
そ
れ
が
十
成
で
あ
っ
て
も
交
隣
の
事
は
お
し
な
べ
て

一
貫
性
を
堅
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
八
成
銀
で
の
交
易
を
遵
守
さ
せ
た
。
な
お
『
朝
鮮
英
祖
実
録
』
巻

三
〇
、
英
祖
七
年
一
二
月
辛
丑
の
条
に
も
こ
の
一
件
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
①
備
辺
司
が
「
六
成
天
銀
」
で
の
決
済

を
求
め
允
許
さ
れ
た
こ
と
、
②
被
執
蔘
価
（
対
馬
側
が
朝
鮮
商
人
に
銀
を
前
渡
し
し
て
買
い
付
け
た
人
蔘
の
代
価
）

は
従
来
十
成
銀
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
次
い
で
八
成
銀
と
な
り
、
又
変
じ
て
丁
銀
と
な
っ
た
と
解
説
し
て
い
る
こ
と

が
『
辺
例
集
要
』
の
記
事
と
は
異
な
る
。
天
銀
は
十
成
で
あ
る
か
ら
①
は
明
白
な
誤
り
で
あ
り
、
八
成
の
人
蔘
代
往

古
銀
を
求
め
た
と
す
る
『
辺
例
集
要
』
の
方
が
信
頼
で
き
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
慶
長
銀
の
登
場
以
前
に
灰
吹
銀
が

朝
鮮
へ
輸
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
八
成
と
な
り
更
に
丁
銀
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
理
解
に
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苦
し
む
。
何
故
な
ら
丁
銀
は
八
成
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
実
録
が
言
う
丁
銀
と
は
「
新
丁
」
す
な
わ
ち
朝
鮮

政
府
が
七
成
と
見
な
し
た
「
宝
字
新
銀
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
は
宝
永
期
特
鋳

銀
の
こ
と
で
あ
り
、品
位
は
八
成
で
あ
る
。
話
は
そ
れ
た
が
、対
馬
藩
は
私
貿
易
の
縮
小
に
対
抗
す
べ
く
、天
銀
（
灰

吹
上
銀
）
の
輸
出
を
打
診
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕
府
が
禁
ず
る
密
貿
易
で
あ
る
が
、
朝

鮮
政
府
は
外
交
上
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
拒
否
し
た
。

　

そ
れ
で
も
対
馬
藩
は
簡
単
に
は
引
き
下
が
ら
な
か
っ
た
。『
辺
例
集
要
』
巻
九
、
開
市
に
よ
る
と
、
英
祖
八
年
正

月
に
は
夜
間
に
倭
館
か
ら
八
成
丁
銀
が
持
ち
出
さ
れ
、
皇
暦
使
に
随
行
す
る
使
行
貿
易
に
充
て
ら
れ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
発
覚
し
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
八
包
銀
の
確
保
が
困
難
と
な
り
、
商
人
が
大
損
を
被
っ
た
た
め
、
対
馬
藩
が
資

金
を
融
通
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
東
萊
貿
易
の
縮
小
は
対
馬
藩
だ
け
で
な
く
萊
商
に
も
大
打
撃
を
与
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
翌
年
三
月
に
は
倭
館
が
天
銀
一
万
六
千
両
を
持
ち
込
ん
だ
た
め
、
府
使
鄭
彦
燮
は
直
ち
に
こ
れ
を
還

送
さ
せ
、
丁
銀
で
決
済
す
る
よ
う
訳
官
に
厳
命
し
た
。
同
年
六
月
に
は
、
備
辺
司
が
朝
家
が
禁
防
し
て
い
る
天
銀
を

倭
人
が
今
ま
た
ほ
し
い
ま
ま
に
持
参
し
て
い
る
が
、
訓
導
・
別
差
（
訳
官
）
ら
は
明
白
に
詰
問
せ
ず
、
漫
然
と
看
過

し
て
い
る
と
上
啓
し
、
政
府
は
府
使
鄭
来
周
に
訓
令
し
て
訓
導
金
顕
門
・
別
差
金
命
採
ら
を

刑
に
処
せ
し
め
た
。

同
年
九
月
に
は
天
銀
の
持
ち
込
み
を
再
度
厳
禁
し
、
還
送
の
際
に
奸
商
が
訳
官
と
通
じ
て
こ
れ
を
抜
き
取
れ
ば
潜
商

律
に
依
っ
て
処
断
す
る
と
下
命
さ
れ
た
。

　
『
辺
例
集
要
』
の
一
連
の
記
事
か
ら
、
一
七
三
一
年
か
ら
三
三
年
に
か
け
て
対
馬
藩
は
積
極
的
に
天
銀
の
密
輸
出

を
企
図
し
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
は
使
行
貿
易
に
携
わ
る
萊
商
の
経
営
難
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
東
萊

府
使
鄭
来
周
は
三
三
年
の
春
に
事
態
を
上
啓
し
、
そ
れ
が
同
年
九
月
の
下
命
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
が
、
朝
廷
で
は

左
議
政
徐
命
均
が
「
か
の
国
の
銀
路
は
未
だ
不
足
を
知
ら
ず
、
必
然
的
に
天
銀
を
持
っ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
わ
が
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国
の
人
は
彼
ら
に
欺
か
れ
、
大
い
に
利
益
を
失
う
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
英
祖
が
「
新
銀
と
天
銀
と
を
換
捧
す
る

の
に
何
の
害
が
有
る
の
か
」
と
尋
ね
る
と
、
左
参
賛
宋
寅
明
は
「
長
年
天
銀
で
納
付
し
て
い
た
が
、
欺
か
れ
る
こ
と

が
甚
だ
多
い
の
で
、
厳
飭
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
対
馬
藩
の
天
銀
持
ち
込
み
問
題

は
専
ら
詐
欺
防
止
の
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る（
25
）。
使
行
貿
易
で
利
益
を
得
て
い
る
朝
鮮
と
し
て
は
、
丁
銀
で
あ

れ
天
銀
で
あ
れ
銀
の
輸
入
増
加
は
歓
迎
す
べ
き
事
態
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
朝
廷
は
幕
府
の
銀
輸
出
制
限
政
策
を

知
ら
ず
、
対
馬
藩
に
天
銀
で
は
な
く
丁
銀
を
寄
越
せ
と
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
対
馬
藩
や
萊
商
が
密
貿
易
と
い
う
危
険

を
冒
し
て
日
朝
貿
易
の
先
細
り
を
阻
止
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
こ
と
に
彼
ら
は
気
付
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
一
八

世
紀
半
ば
に
丁
銀
の
輸
入
は
杜
絶
す
る
。

　
　
　

三　

勅
行
銀
の
品
位

　

中
国
人
は
元
来
特
定
の
銀
品
位
を
選
好
す
る
こ
と
は
な
く
、
原
則
と
し
て
如
何
な
る
銀
で
も
受
け
取
る
が
、
朝
鮮

政
府
は
勅
使
に
対
し
て
高
品
位
の
銀
を
贈
給
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
、
仁
祖
二
五
年
に
は
戸
曹
が
礼

単
や
別
贈
に
は
黄
銀
を
使
用
す
べ
か
ら
ず
と
上
啓
し
て
お
り
、
ま
た
孝
宗
二
年
（
一
六
五
一
）
に
も
、
戸
曹
は
礼
単

地
銀
四
一
〇
〇
両
・
別
用
天
銀
一
〇
〇
〇
両
な
ど
を
準
備
し
て
い
る
と
上
啓
し
て
い
る
よ
う
に（
26
）、
勅
行
応
接
に
は

天
銀
や
地
銀
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
粛
宗
七
年
に
は
京
畿
道
観
察
使
金
宇
亨
が
、
重
林
駅
の
察
訪
金
世
翊
が
各
駅
よ

り
勅
使
所
用
の
天
銀
の
原
資
を
調
達
し
て
い
る
こ
と
を
状
啓
し（
27
）、
ま
た
粛
宗
三
〇
年
（
一
七
〇
四
）
に
も
開
城
留

守
厳
緝
が
、
本
府
で
は
勅
使
に
天
銀
一
〇
〇
〇
両
を
別
贈
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
と
状
啓
し
て
い
る
よ
う
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に（
28
）、
沿
路
の
地
方
官
も
天
銀
贈
給
の
責
務
を
負
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
景
宗
三
年
（
一
七
二
三
）
五
月
九
日
、
迎
接
都
監
の
上
啓
に
よ
る
と
、
今
回
の
二
人
の
勅
使
は
と
り
わ

け
貪
欲
で
、
贈
答
品
を
全
て
銀
で
折
納
さ
せ
、
受
け
取
っ
た
銀
も
全
て
秤
で
量
り
小
釘
で
砕
き
、
品
位
を
調
べ
た
上

で
突
き
返
し
、
訳
官
の
朴
得
仁
が
や
む
を
得
ず
天
銀
一
〇
〇
両
・
丁
銀
一
〇
〇
〇
両
お
よ
び
白
綿
紙
・
山
獺
皮
な
ど

を
密
贈
し
た
が
、
贈
答
品
は
折
銀
し
て
全
て
天
銀
で
支
払
え
と
要
求
し
て
い
る
と
あ
る（
29
）。
こ
の
時
の
勅
使
は
特
に

銀
を
求
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
丁
銀
も
受
容
し
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
額
は
天
銀
の
約
一
〇
倍
に
上
っ
て
い

る
。

　

勅
使
に
は
天
銀
を
贈
給
す
る
と
い
う
建
前
は
そ
の
後
も
崩
れ
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
に
は
品
位
が
安
定
し
た
天
銀
が

少
な
い
た
め
、
彼
ら
は
や
が
て
銀
以
外
の
贈
答
品
を
丁
銀
で
折
価
す
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。
英
祖
二
四

年
（
一
七
四
八
）
戸
曹
判
書
朴
文
秀
は
「
本
曹
の
天
地
玄
黄
四
色
の
封
不
動
銀
は
六
万
九
千
余
両
あ
り
、
行
用
銀

一
万
八
千
両
の
内
、
地
銀
の
行
用
は
一
万
七
千
両
あ
る
が
、
元
よ
り
他
に
用
い
る
処
は
無
い
。
た
だ
黄
銀
は
こ
れ
を

吹
錬
し
て
勅
使
に
元
礼
単
と
し
て
贈
給
す
る
。
し
か
し
元
礼
単
・
元
求
請
・
別
求
請
に
含
ま
れ
る
各
種
の
贈
り
物
に

至
っ
て
は
、
勅
使
以
下
が
も
し
折
銀
を
要
求
し
た
場
合
、
天
地
等
銀
を
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
例
と
し
て

新
丁
銀
で
折
給
す
る
。
所
謂
新
丁
銀
は
黄
銀
の
色
目
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
現
在
記
録
に
あ
る
黄
銀
万
余
両
は
皆

雑
色
で
あ
り
、
そ
の
た
め
折
銀
の
価
と
し
て
転
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ（
30
）、
勅
使
贈
給
銀
に
は
戸
曹
封

不
動
銀
の
中
の
天
銀
や
地
銀
を
用
い
る
が
、
黄
銀
も
（
天
銀
に
）
吹
錬
し
て
贈
給
す
る
こ
と
が
あ
り
、
更
に
銀
以
外

の
贈
答
品
の
折
価
と
し
て
は
新
丁
銀
（
特
鋳
銀
）
を
用
い
る
と
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
新
丁
銀
は
品
位
の
上
で
は

黄
銀
（
特
鋳
銀
の
品
位
は
八
成
で
あ
る
が
、
朝
鮮
政
府
の
高
官
は
こ
れ
を
七
成
と
誤
認
し
て
い
た
）
に
類
別
さ
れ
る

も
の
の
、
品
位
が
安
定
し
て
い
る
た
め
贈
給
に
適
す
る
が
、
封
不
動
の
黄
銀
は
雑
色
す
な
わ
ち
品
位
が
ま
ち
ま
ち
で
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あ
る
た
め
、
吹
き
直
し
を
行
わ
ね
ば
折
価
銀
と
し
て
贈
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
品
位
は
八
〇
％
に
止

ま
る
も
の
の
信
頼
性
に
優
れ
た
日
本
銀
は
清
朝
の
勅
使
か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
い
た
。
逆
に
朝
鮮
銀
は
場
合
に

よ
っ
て
は
小
釘
で
砕
い
て
検
査
さ
れ
る
な
ど
、
不
信
の
目
で
見
ら
れ
て
い
た
。

　

な
お
英
祖
三
一
年
（
一
七
五
五
）
に
は
、
迎
接
都
監
が
大
通
官
徐
宗
順
に
地
銀
三
〇
〇
両
、
福
禄
敦
に
地
銀

二
〇
〇
両
を
贈
給
し
た
と
報
告
し
て
お
り（
31
）、
比
較
的
品
位
の
高
い
地
銀
も
相
変
わ
ら
ず
勅
行
応
接
に
用
い
ら
れ
続

け
た
模
様
で
あ
る
。

　

勅
行
銀
の
品
位
が
大
き
く
転
換
す
る
の
は
正
祖
期
で
あ
る
。
正
祖
八
年
（
一
七
八
四
）
開
城
留
守
鄭
昌
聖
は
「
通

例
で
は
勅
使
に
対
し
丁
銀
を
贈
給
す
べ
き
で
あ
る
が
、
近
来
丁
銀
が
枯
渇
し
確
保
が
不
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、
本

府
の
天
銀
二
千
両
を
兵
曹
の
封
不
動
の
丁
銀
三
千
両
と
交
換
し
て
贈
給
し
た
い
と
状
啓
し
た（
32
）。
景
宗
期
や
英
祖
初

期
は
贈
答
品
の
折
価
と
し
て
の
み
丁
銀
が
贈
給
さ
れ
て
い
た
が
、
正
祖
期
に
は
全
て
丁
銀
を
贈
給
す
る
こ
と
が
慣
例

と
な
り
、
天
銀
は
受
け
取
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

勅
使
が
天
銀
よ
り
丁
銀
を
好
ん
だ
理
由
の
一
つ
と
し
て
漢
城
や
開
城
な
ど
で
薬
材
を
購
入
す
る
資
金
と
す
る
意
図

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が（
33
）、
や
は
り
品
位
の
安
定
性
や
信
頼
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
天
銀
や
地
銀
な
ど
の
礦
銀
は
国
内
の
銀
鉱
で
あ
る
程
度
自
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
丁
銀
は

専
ら
日
本
に
依
存
し
、
そ
の
輸
入
は
一
八
世
紀
半
ば
に
杜
絶
し
て
い
た
。
従
っ
て
勅
使
が
来
る
度
に
政
府
の
丁
銀
備

蓄
は
減
少
す
る
一
方
で
、
当
座
は
封
不
動
銀
な
ど
を
融
通
す
る
こ
と
で
遣
り
繰
り
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ
は
枯
渇
す

る
運
命
に
あ
っ
た
。

　

正
祖
一
九
年
（
一
七
九
五
）
九
月
、右
議
政
蔡
済
恭
は
「
兵
曹
の
銀
は
底
を
付
い
た
が
、勅
使
の
来
訪
は
止
ま
な
い
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
南
漢
山
は
丁
銀
を
保
有
し
て
い
る
と
言
う
。
兵
曹
よ
り
銀
を
取
り
尽
く
し
た
の
で
、
ま
た
南
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漢
山
よ
り
取
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
南
漢
山
の
銀
も
尽
き
れ
ば
、
今
度
は
何
処
か
ら
取
ろ
う
と
す
る
の
か
」
と
上
啓

し
て
銀
備
蓄
の
危
機
的
状
況
を
訴
え
、
正
祖
の
「
勅
需
は
何
故
必
ず
丁
銀
を
用
い
る
の
か
。
天
銀
で
代
用
す
れ
ば
如

何
か
」
と
の
問
い
に
対
し
、「
天
銀
は
十
成
だ
が
丁
銀
は
七
成
で
、
天
銀
の
品
位
は
む
し
ろ
優
れ
て
い
る
」
と
応
じ

て
い
る
。
続
い
て
戸
曹
判
書
李
時
秀
は
「
日
本
の
丁
銀
は
既
に
出
来
の
路
が
途
絶
え
て
い
る
の
で
、
贈
給
を
継
続
す

る
術
は
無
い
。
天
銀
で
も
っ
て
丁
銀
を
造
成
す
れ
ば
甚
だ
容
易
だ
」
と
述
べ
た
が
、
正
祖
は
「
先
朝
癸
未
年
間
（
英

祖
三
九
年
）、
丁
銀
を
造
成
す
る
事
を
禁
じ
た
。
軽
々
し
く
議
論
す
べ
き
で
な
い
」
と
反
論
し
て
い
る（
34
）。
こ
の
時

既
に
兵
曹
の
封
不
動
丁
銀
は
使
い
果
た
し
、
南
漢
山
の
備
蓄
ま
で
取
り
崩
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た

だ
朝
廷
の
議
論
は
迂
遠
で
あ
る
。
蔡
済
恭
は
正
祖
の
質
問
に
ま
と
も
に
答
え
て
い
な
い
し
、
丁
銀
を
七
成
と
見
な
す

の
も
誤
り
で
あ
る
。
李
時
秀
は
何
故
外
国
貨
幣
で
あ
る
丁
銀
が
朝
鮮
市
場
で
信
任
さ
れ
て
い
る
の
か
理
解
し
て
い
な

い
し
、
正
祖
も
民
間
の
私
鋳
と
政
府
の
公
鋳
と
を
混
同
し
て
い
る
。
国
王
も
重
臣
ら
も
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
の
知
識

は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
同
年
一
一
月
、
蔡
済
恭
は
「
国
中
所
産
の
銀
は
、
天
銀
・
地
銀
を
問
わ
ず
八
成
に
限
っ
て

贈
給
す
る
な
ら
、
勅
行
は
決
し
て
貞
﹇
丁
﹈
銀
の
名
色
に
非
ず
と
し
て
こ
れ
を
点
退
す
る
（
突
き
返
す
）
こ
と
は
無

い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ（
35
）、
七
成
の
丁
銀
の
代
わ
り
に
八
成
の
礦
銀
を
贈
給
す
れ
ば
、
一
割
増
と
な
る
の
で
、
勅
使

も
喜
ん
で
こ
れ
を
受
領
す
る
で
あ
ろ
う
と
目
論
ん
だ
。
彼
の
品
位
認
識
に
は
誤
り
が
多
い
が
、
兎
に
も
角
に
も
封
不

動
の
丁
銀
が
払
底
し
て
い
る
以
上
、
も
は
や
丁
銀
の
贈
給
は
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
固
ま
り
つ
つ
あ
っ

た
。

　

翌
二
〇
年
正
月
、
開
城
留
守
李
冕
膺
は
「
今
回
の
勅
使
の
接
待
に
は
天
銀
を
純
用
す
る
事
が
備
辺
司
か
ら
広
く
布

告
さ
れ
た
。
臣
の
府
で
も
天
銀
を
貿
置
し
て
い
る
が
、
丁
銀
を
使
用
せ
ず
天
銀
を
純
用
す
る
と
、
両
者
の
得
失
は
遙

か
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
丁
銀
は
八
成
に
過
ぎ
な
い
が
印
鋳
さ
れ
て
い
る
故
、
贈
給
の
際
一
度
も
受
領
を
辞
さ
れ
た
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こ
と
は
な
い
。
天
銀
は
或
い
は
八
成
を
超
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
受
領
を
忌
避
さ
れ
、
必
ず
割
増
給
付

を
求
め
ら
れ
る
。
故
に
臣
の
府
で
は
以
前
は
丁
銀
を
純
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
上
啓
し
た（
36
）。
丁
銀
は
品
位
が

八
成
で
あ
り
、
極
印
が
打
刻
さ
れ
て
い
る
が
故
に
勅
使
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
い
う
李
冕
膺
の
認
識
こ
そ
当
時
の
朝

廷
で
最
も
優
れ
た
銀
貨
論
だ
っ
た
と
言
え
る
が
、政
府
も
こ
れ
以
上
丁
銀
を
贈
給
し
続
け
る
の
は
無
理
だ
と
判
断
し
、

今
回
か
ら
勅
使
は
天
銀
で
迎
接
す
る
よ
う
通
達
し
た
模
様
で
あ
る
。

　

正
祖
二
三
年
正
月
、
勅
使
に
贈
る
銀
の
品
位
に
つ
い
て
問
う
た
正
祖
に
対
し
、
左
議
政
李
秉
模
は
「
勅
行
で
用
い

る
丁
銀
は
天
銀
・
地
銀
を
問
わ
ず
八
成
の
み
を
贈
遺
す
れ
ば
、
突
き
返
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
末
永
く

定
式
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
既
に
昨
年
大
臣
が
経

で
稟
請
し
て
允
許
さ
れ
た
」
と
答
え
、
八
成
銀
を
贈
給
す
る

よ
う
進
言
し
た（
37
）。
彼
が
言
う
「
丁
銀
」
は
礦
銀
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
蔡
済
恭
の
丁
銀
よ
り
一
割
増
の
八

成
銀
な
ら
勅
使
も
点
退
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
提
案
が
基
本
政
策
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
翌
年
す

な
わ
ち
純
祖
即
位
年
（
一
八
〇
〇
）
に
は
迎
接
都
監
の
任
に
就
い
た
戸
曹
判
書
李
書
九
が
「
勅
使
へ
の
礼
単
銀
は
通

例
本
曹
に
あ
る
地
銀
で
贈
給
す
る
の
で
あ
る
が
、
贈
答
品
の
折
価
銀
に
つ
い
て
は
本
曹
・
貢
契
人
（
貢
人
）
を
問
わ

ず
、
必
ず
丁
銀
に
て
計
給
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に（
38
）、
礼
単
銀
は
礦
銀
に
替
わ
っ
た
が
、
贈

答
品
に
つ
い
て
は
相
変
わ
ら
ず
丁
銀
で
折
価
し
て
贈
給
す
べ
き
だ
と
の
観
念
は
残
っ
て
い
た
。

　

さ
り
と
て
丁
銀
の
絶
対
的
不
足
が
解
決
す
る
目
途
は
無
か
っ
た
。
純
祖
二
〇
年
・
二
一
年
に
は
備
辺
司
が
、
勅
使

贈
給
銀
の
品
位
が
低
下
し
た
と
上
啓
し
て
い
る（
39
）。
こ
れ
が
礼
単
銀
の
み
を
指
す
の
か
、
折
価
銀
を
含
む
の
か
不
明

で
あ
る
が
、
丁
銀
は
お
ろ
か
上
質
の
礦
銀
さ
え
準
備
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で

あ
る
。
同
様
の
訴
え
は
純
祖
三
〇
年
・
憲
宗
元
年（
一
八
三
五
）に
も
な
さ
れ
て
い
る
が（
40
）、哲
宗
即
位
年（
一
八
四
九
）

に
は
判
府
事
朴
晦
寿
が
「
凡
そ
我
が
用
銀
の
法
は
字
号
と
成
数
で
も
っ
て
高
下
を
分
別
す
る
。
支
勅
の
時
に
は
通
例
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地
銀
を
用
い
、
所
謂
九
成
で
あ
る
。
三
道
の
贈
給
は
通
例
元
銀
を
用
い
、
所
謂
八
成
で
あ
る
。
奸
弊
が
日
々
深
刻
化

し
、
銀
品
位
は
次
第
に
低
下
し
、
近
年
の
贈
給
銀
は
甚
だ
し
い
場
合
は
四
―
五
成
に
過
ぎ
な
い
」
と
上
啓
し
て
い
る

よ
う
に（
41
）、
一
九
世
紀
中
葉
に
は
低
品
位
の
礦
銀
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
程
、
朝
廷
の
銀
財
政
は
逼
迫
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
清
国
の
勅
使
に
対
し
朝
鮮
王
朝
は
当
初
は
天
銀
・
地
銀
な
ど
高
品
位
の
礦
銀
を
贈
給
し
て
い
た

が
、
丁
銀
の
輸
入
が
増
加
す
る
に
伴
い
、
勅
使
は
礼
単
銀
以
外
の
贈
答
品
を
銀
で
支
払
う
よ
う
要
求
し
、
英
祖
期
ま

で
は
丁
銀
で
折
価
す
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
た
。
勅
使
も
ま
た
品
位
が
安
定
し
た
丁
銀
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
。
と

こ
ろ
が
丁
銀
の
輸
入
が
一
八
世
紀
半
ば
に
杜
絶
し
、
政
府
の
丁
銀
備
蓄
も
減
少
し
続
け
た
た
め
、
正
祖
期
に
は
折
価

部
分
が
丁
銀
か
ら
礦
銀
に
換
え
ら
れ
た
。

　
　
　

四　

使
行
銀
の
品
位

　

勅
行
銀
が
清
国
勅
使
に
贈
給
す
る
銀
で
あ
る
の
に
対
し
、
使
行
銀
は
政
府
が
燕
行
使
に
持
た
せ
る
八
包
の
銀
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
使
節
団
の
行
う
私
貿
易
の
資
金
と
な
っ
た
。
そ
の
定
額
は
一
人
当
た
り
天
銀
二
千
両
で
、
丁
銀
の
場

合
二
割
を
加
増
し
て
い
た（
42
）。
ま
た
八
包
と
は
別
に
清
朝
高
官
へ
の
工
作
費
や
賄
賂
と
し
て
使
用
さ
れ
る
公
用
銀
も

こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　

孝
宗
即
位
年
（
一
六
四
九
）、
戸
曹
は
仁
祖
崩
御
に
伴
う
今
回
の
請
諡
使
に
天
銀
と
地
銀
を
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
〇
両

ず
つ
持
参
さ
せ
よ
と
提
起
し
て
い
る（
43
）。
こ
れ
は
八
包
で
は
な
く
公
用
銀
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
丁
銀
に
つ
い

て
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
清
国
で
は
ま
だ
丁
銀
の
人
気
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
孝
宗
五
年
に
も
戸
曹
は
上
年



－ 44 －－ 44 －

朝鮮後期の銀品位

麟
坪
大
君
が
使
行
で
持
ち
出
し
た
人
情
（
公
用
銀
）
に
地
銀
七
五
〇
両
の
余
剰
が
出
た
の
で
、
こ
れ
を
平
安
監
営
に

留
置
す
べ
し
と
上
啓
し
て
お
り（
44
）、
こ
こ
で
も
や
は
り
地
銀
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
景
宗
元
年
（
一
七
二
一
）
に
は
景
宗
冊
封
の
奏
請
使
が
礼
部
侍
郎
羅
瞻
よ
り
天
銀
五
千
両
の
賄
賂
を
要

求
さ
れ
、
正
使
李
健
命
は
丁
銀
六
千
両
を
支
払
っ
た（
45
）。
こ
の
頃
既
に
公
用
銀
に
は
丁
銀
が
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
英
祖
期
に
な
る
と
丁
銀
に
代
わ
り
礦
銀
が
盛
ん
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
英
祖
初
期
か

ら
の
礦
銀
輸
出
に
つ
い
て
は
既
に
前
稿
で
論
じ
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
品
位
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

英
祖
三
年
（
一
七
二
七
）
一
一
月
、
王
は
「
最
近
の
使
臣
の
言
に
よ
り
、
清
国
で
は
黄
銀
を
多
用
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た
。
こ
れ
は
我
が
国
の
物
貨
が
た
く
さ
ん
流
入
し
た
結
果
で
あ
る
。
…
…
我
が
国
の
黄
銀
は
彼
の
地
に
多
く

流
入
し
て
お
り
、
も
し
商
賈
牟
利
の
弊
を
痛
禁
す
れ
ば
、
国
中
の
銀
貨
も
次
第
に
余
裕
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述

べ（
46
）、
対
清
貿
易
が
拡
大
し
た
結
果
、
国
内
銀
の
多
く
が
中
国
へ
流
出
し
た
と
嘆
い
て
い
る
。
元
来
使
行
貿
易
に
は

天
銀
や
丁
銀
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、通
訳
官
に
よ
る
銀
の
私
的
な
持
ち
出
し
は
半
ば
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、

品
位
の
低
い
黄
銀
が
密
貿
易
に
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
た
だ
使
臣
が
清
国
で
見
た
黄
銀
が
本
当
に

朝
鮮
由
来
の
銀
で
あ
っ
た
の
か
甚
だ
疑
わ
し
く
、
英
祖
は
使
臣
の
言
を
口
実
に
銀
の
密
輸
出
を
厳
重
に
取
り
締
ま
る

よ
う
命
じ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
八
包
で
正
規
に
輸
出
さ
れ
た
天
銀
に
も
贋
造
品
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
英
祖
二
〇
年
、
回
還
謝
恩
副
使
を

務
め
た
李
日
躋
は
「
関
西
に
お
け
る
礦
銀
（
の
精
錬
）
に
関
す
る
禁
令
は
弛
緩
し
、
所
謂
監
官
な
る
者
は
間
に
入
っ

て
利
を
漁
る
た
め
、
一
両
の
天
銀
に
は
鉛
や
錫
が
半
分
を
占
め
、
清
国
人
が
吹
錬
す
る
と
、
実
数
は
僅
か
に
五
―
六

成
に
過
ぎ
な
い
」
と
語
っ
て
お
り（
47
）、
政
府
管
轄
下
で
鋳
造
し
た
天
銀
で
さ
え
意
図
的
な
粗
悪
品
が
多
々
あ
っ
た
ら

し
い
。
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一
方
で
輸
出
銀
の
品
位
の
低
さ
を
日
本
銀
の
せ
い
に
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。
英
祖
一
七
年
、左
議
政
宋
寅
明
は「
我

が
国
は
銀
貨
が
甚
だ
少
な
く
、
冬
至
使
行
の
時
に
国
産
銀
を
持
参
す
る
者
は
一
―
二
万
両
に
過
ぎ
ず
、
倭
銀
は
八
―

九
万
両
で
あ
る
。
使
行
に
は
天
銀
だ
け
を
用
い
る
が
、
近
年
倭
銀
は
常
に
流
入
減
少
に
苦
し
み
、
ま
た
そ
の
銀
に
は

不
純
物
を
混
入
す
る
も
の
が
多
い
。
清
国
人
は
銀
の
品
位
に
つ
い
て
熟
知
し
て
お
り
、
故
に
我
が
国
の
通
訳
官
は
多

く
が
利
を
失
っ
て
い
る
」
と
論
じ
、
英
祖
が
「
倭
人
は
極
め
て
巧
妙
で
、
故
に
そ
の
銀
は
銀
に
非
ず
、
鉛
鉄
の
如
き

で
あ
る
」
と
応
え
た
と
こ
ろ
、
兵
曹
参
判
金
若
魯
は
「
甚
だ
し
く
は
鉛
七
割
・
銀
三
割
の
も
の
も
有
る
に
至
る
」
と

述
べ
て
い
る（
48
）。
こ
こ
で
言
う
「
倭
銀
」
と
は
恐
ら
く
礦
銀
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
国
王
や
重
臣
ら
は
贋
造
銀
の
横

行
を
日
本
人
の
せ
い
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
英
祖
期
に
は
勅
行
銀
の
相
当
量
が
丁
銀
で
贈
給
さ
れ
て
い
た
が
、
使
行
銀
に
つ
い
て
は
丁
銀
か

ら
礦
銀
へ
の
転
換
と
輸
出
量
の
制
限
が
企
図
さ
れ
た
。
使
行
銀
は
勅
行
銀
よ
り
絶
対
量
が
多
い
こ
と
、
ま
た
多
く
が

私
貿
易
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
両
者
の
違
い
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

朝
鮮
人
は
中
国
人
や
日
本
人
と
較
べ
て
銀
貨
に
関
す
る
知
識
が
乏
し
く
、
品
位
に
応
じ
て
天
地
玄
黄
法
と
成
数
表

示
法
と
い
う
二
種
類
の
分
類
法
が
並
行
し
て
用
い
ら
れ
た
他
、
そ
の
由
来
に
応
じ
て
丁
銀
（
日
本
銀
）・
礦
銀
（
国

産
銀
）・
馬
蹄
銀
（
中
国
銀
）
な
ど
の
呼
称
が
独
立
し
て
存
在
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
間
の
相
互
関
係
は
極
め
て

不
明
瞭
で
あ
り
、
例
え
ば
品
位
八
〇
％
の
人
蔘
代
往
古
銀
が
七
成
と
み
な
さ
れ
、
時
に
黄
銀
と
称
さ
れ
る
な
ど
、
誤
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認
識
が
多
か
っ
た
。

　

た
だ
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
漢
城
朝
廷
の
中
だ
け
の
話
で
あ
る
。
開
城
留
守
李
冕
膺
の
よ
う
に
丁
銀
に
関
す
る
正
確

な
理
解
を
示
す
地
方
官
も
い
た
。
恐
ら
く
彼
は
開
城
を
根
拠
地
と
す
る
松
商
か
ら
何
ら
か
の
情
報
を
得
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
松
商
や
湾
商
・
萊
商
は
銀
を
用
い
て
遠
隔
地
交
易
を
行
っ
て
お
り
、
銀
に
関
す
る
正
確
な
知
識
無
く
し
て

銀
遣
い
圏
で
あ
る
中
国
や
日
本
の
商
人
と
対
等
に
渡
り
合
う
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
国
王
と
圧
倒
的
大
部
分
の
士
大
夫
層
が
貨
幣
経
済
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
中
国
や

日
本
と
比
較
し
て
際
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
支
配
層
と
商
人
層
と
が
断
絶
し
、
実
学
者
と
呼
ば
れ
る
一
部
の

知
識
人
も
こ
の
溝
を
埋
め
ら
れ
な
か
っ
た（
49
）。
財
政
が
各
衙
門
・
軍
門
ご
と
に
独
立
し
、
そ
の
中
味
も
各
種
銀
貨
・

常
平
通
宝
・
綿
布
や
米
な
ど
に
分
散
さ
れ
て
お
り
、
規
準
と
な
る
貨
幣
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
の
一
つ
と

思
わ
れ
る
。

　

た
だ
一
九
世
紀
に
入
る
と
中
国
か
ら
朝
鮮
へ
銀
が
逆
流
す
る
よ
う
に
な
り
、
朝
鮮
は
そ
れ
ら
を
日
本
に
輸
出
し
て

生
銅
を
輸
入
し
、常
平
通
宝
を
大
量
に
鋳
造
し
た
。緩
慢
な
が
ら
朝
鮮
は
銅
銭
を
主
要
通
貨
と
し
て
確
立
さ
せ
て
い
っ

た
。
銀
の
役
割
の
相
対
的
低
下
に
伴
い
、
銀
品
位
を
論
じ
る
必
要
性
は
確
実
に
低
下
し
た
。

註（
１
） 　

田
谷
博
吉
『
近
世
銀
座
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
六
三
年
、第
四
章
、田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』

創
文
社
、
一
九
八
一
年
、
第
一
一
章
。

（
２
） 　

拙
稿「
朝
鮮
後
期
の
銀
流
通
」北
九
州
市
立
大
学『
外
国
語
学
部
紀
要
』一
三
三
号
、二
〇
一
二
年
。な
お
前
稿
お
よ
び
田
谷
・
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田
代
の
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
は
註
記
を
省
略
す
る
。

（
３
） 　

李
大
鎬
編
『
韓
国
貨
幣
史
』
韓
国
銀
行
発
券
部
、
一
九
六
六
年
、
元
裕
漢
『
朝
鮮
後
期
貨
幣
史
研
究
』
韓
国
研
究
院
、

一
九
七
五
年
、
同
『
韓
国
貨
幣
史
』
韓
国
銀
行
発
券
局
、
二
〇
〇
六
年
、
同
『
朝
鮮
後
期　

貨
幣
史
』
慧
眼
、
二
〇
〇
八
年
、

宋
賛
植
「
朝
鮮
後
期　

行
銭
論
」『
韓
国
思
想
体
系
Ⅱ
』
成
均
館
大
学
校
大
同
文
化
研
究
院
、一
九
七
六
年
、須
川
英
徳
「
朝

鮮
時
代
の
貨
幣
―
―
『
利
権
在
上
』
を
め
ぐ
る
葛
藤
―
―
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
越
境
す
る
貨
幣
』
青
木
書
店
、一
九
九
九
年
、

李
憲
昶
「
一
六
七
八
―
一
八
六
五
년
간　

貨
幣
量
과　

貨
幣
価
値
의　

推
移
」『
経
済
史
学
』
二
七
号
、一
九
九
九
年
な
ど
。

（
４
） 　

韓
明
基
「
一
七
世
紀
初　

銀
의　

流
通
과　

그　

影
響
」『
奎
章
閣
』
一
五
、一
九
九
二
年
。

（
５
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
一
三
〇
冊
、
孝
宗
五
年
三
月
二
七
日
。

（
６
） 　

同
右
、
第
二
四
一
冊
、
粛
宗
即
位
年
九
月
一
日
。

（
７
） 　

同
右
、
第
二
七
二
冊
、
粛
宗
五
年
八
月
六
日
。

（
８
） 　

同
右
、
第
四
六
三
冊
、
粛
宗
三
七
年
一
〇
月
一
〇
日
。

（
９
） 　

同
右
、
第
六
六
六
冊
、
英
祖
四
年
七
月
二
九
日
。

（
10
） 　

同
右
、
第
六
七
二
冊
、
英
祖
四
年
一
〇
月
九
日
。

（
11
） 　

同
右
、
第
七
七
七
冊
、
英
祖
一
〇
年
四
月
九
日
。

（
12
） 　

同
右
、
第
一
四
一
二
冊
、
正
祖
二
年
正
月
二
五
日
。

（
13
） 　

同
右
、
第
一
四
九
四
冊
、
正
祖
五
年
九
月
二
一
日
。

（
14
） 　

同
右
、
第
七
八
五
冊
、
英
祖
一
〇
年
八
月
二
〇
日
、
同
右
、
第
二
〇
七
五
冊
、
純
祖
一
六
年
九
月
二
〇
日
。

（
15
） 　

同
右
、
第
一
七
一
三
冊
、
正
祖
一
七
年
正
月
三
日
。

（
16
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
八
九
冊
、
正
祖
二
三
年
一
〇
月
二
四
日
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司
啓
曰
。
即
見
江
華
奉
命
宣
伝
官
鄭
周
誠
状
啓
。
則
以
為
。
…
…
而
銀
品
名
色
。
大
相
不
同
。
且
丁
銀
銀
片
中
心
。
透

出
三
線
者
。
間
或
有
之
。
故
刀
抹
看
審
。
則
雑
鉄
交
合
。
宛
然
無
疑
。
…
…
天
・
丁
銀
雖
有
些
少
剰
縮
。
都
数
則
無
欠
。

銀
片
之
雑
鉄
交
合
。
似
由
於
星
数
之
稍
劣
。
而
未
見
奸
弄
之
跡
。
別
無
可
論
。

（
17
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
二
一
八
七
冊
、
純
祖
二
五
年
正
月
一
四
日
。

（
18
） 　

前
註
（
３
）
李
憲
昶
、
三
一
頁
に
よ
る
と
、
純
祖
一
六
年
頃
の
銀
価
格
は
銭
二
両
七
銭
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
九

年
後
で
あ
れ
ば
更
に
値
下
が
り
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
但
し
銀
種
は
不
明
。

（
19
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
二
二
四
冊
、
憲
宗
二
年
一
一
月
三
〇
日
。

（
20
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
四
一
四
冊
、
粛
宗
二
九
年
一
〇
月
一
〇
日
。

（
21
） 　

前
註（
１
）田
代
、三
〇
五
頁
。宝
字
新
銀
通
用
交
渉
に
つ
い
て
は
、鄭
成
一「
朝
鮮
과　

日
本
의　

銀
流
通
交
渉（
一
六
九
七

〜
一
七
一
一
）」『
韓
日
関
係
史
研
究
』
四
二
輯
、
二
〇
一
二
年
、
五
三
二
頁
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
鄭
は
こ
れ
を
対

馬
藩
の
偽
計
が
見
破
ら
れ
た
と
捉
え
て
い
る
。

（
22
） 　

前
註
（
２
）
拙
稿
、
一
四
頁
。

（
23
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
四
四
七
冊
、
粛
宗
三
五
年
三
月
二
〇
日
。

（
24
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
六
九
冊
、
粛
宗
四
二
年
一
〇
月
二
一
日
。
前
稿
で
は
左
議
政
金
昌
集
の
発
言
と
紹
介
し
た
が
誤
り
で

あ
っ
た
。

（
25
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
七
六
六
冊
、
英
祖
九
年
九
月
二
〇
日
。

（
26
） 　

同
右
、
第
一
一
八
冊
、
孝
宗
二
年
三
月
一
四
日
。

（
27
） 　

同
右
、
第
二
八
一
冊
、
粛
宗
七
年
二
月
一
日
。

（
28
） 　

同
右
、
第
四
一
九
冊
、
粛
宗
三
〇
年
六
月
二
五
日
。
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（
29
） 　

同
右
、
第
五
五
四
冊
、
景
宗
三
年
五
月
九
日
。

（
30
） 　

同
右
、
第
一
〇
三
一
冊
、
英
祖
二
四
年
七
月
二
一
日
。

 

文
秀
曰
。
本
曹
天
地
玄
黄
四
色
銀
封
不
動
六
万
九
千
両
零
。
行
用
一
万
八
千
両
零
。
而
其
中
地
銀
行
用
一
万
七
千
両
。

元
無
他
用
処
。
只
以
黄
銀
吹
錬
。
贈
給
於
勅
使
元
礼
単
。
而
至
如
元
礼
単
・
元
求
請
・
別
求
請
各
様
物
種
。
勅
使
以
下
。

若
請
折
銀
。
則
如
天
地
等
銀
不
得
給
。
例
以
新
丁
銀
折
給
。
而
所
謂
新
丁
銀
。
同
入
於
黄
銀
色
目
中
。
而
即
今
記
付
黄

銀
万
余
両
。
皆
是
雑
色
。
故
無
路
推
移
於
折
銀
之
価
。

（
31
） 　

同
右
、
第
一
一
二
二
冊
、
英
祖
三
一
年
八
月
二
一
日
。

（
32
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
六
七
冊
、
正
祖
八
年
一
〇
月
一
八
日
。
前
註
（
２
）
拙
稿
、
二
〇
―
二
一
頁
。

（
33
） 　

例
え
ば
朴
趾
源
は
『
熱
河
日
記
』
に
て
、
清
国
人
が
し
ば
し
ば
朝
鮮
の
薬
材
（
清
心
元
）
を
ね
だ
る
様
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
物
産
に
対
す
る
需
要
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
34
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
一
七
五
二
冊
、
正
祖
一
九
年
九
月
二
九
日
。
な
お
英
祖
三
九
年
の
丁
銀
私
鋳
事
件
に
つ
い
て
は
前
註

（
２
）
拙
稿
、
一
九
頁
を
参
照
。

（
35
） 　

同
右
、
第
一
七
五
五
冊
、
正
祖
一
九
年
一
一
月
六
日
。

（
36
） 　

同
右
、
第
一
七
五
八
冊
、
正
祖
二
〇
年
正
月
一
五
日
。
前
註
（
２
）
拙
稿
、
二
一
頁
。

（
37
） 　

同
右
、
第
一
八
〇
三
冊
、
正
祖
二
三
年
正
月
二
五
日
。
丁
銀
が
礦
銀
の
誤
記
だ
と
し
て
も
、「
天
銀
・
地
銀
を
問
わ
ず
」

八
成
を
と
い
う
の
は
理
解
に
苦
し
む
。
地
銀
の
品
位
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
銀
は
純
銀
で
あ
り
、
決
し
て
八
成
で
は
な
い
。

（
38
） 　

同
右
、
第
一
八
三
〇
冊
、
純
祖
即
位
年
一
一
月
一
六
日
。
貢
人
へ
の
支
払
い
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
勅
使
の
接
待
を

彼
ら
に
請
け
負
わ
せ
て
い
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

（
39
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
二
〇
九
冊
、純
祖
二
〇
年
一
一
月
六
日
、『
承
政
院
日
記
』
第
二
一
四
四
冊
、純
祖
二
一
年
八
月
五
日
。
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（
40
） 　
『
備
辺
司
謄
録
』
第
二
一
八
冊
、
純
祖
三
〇
年
九
月
三
日
。

（
41
） 　

同
右
、
第
二
三
六
冊
、
哲
宗
即
位
年
一
二
月
一
日
。

（
42
） 　

同
右
、
第
一
〇
七
四
冊
、
英
祖
二
七
年
九
月
八
日
・
九
月
二
九
日
。

（
43
） 　

同
右
、
第
一
三
冊
、
孝
宗
即
位
年
六
月
六
日
。

（
44
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
一
三
二
冊
、
孝
宗
五
年
九
月
一
九
日
。

（
45
） 　
『
同
文
彙
考
』
補
編
巻
四
、
使
臣
別
単
四
、
奏
請
兼
冬
至
行
正
使
李
健
命
・
副
使
尹
陽
来
別
単
（
康
煕
六
〇
年
□
月
□
日
）。

こ
の
値
か
ら
換
算
す
る
と
天
銀
の
品
位
は
九
六
％
と
な
り
、
筆
者
も
前
稿
一
六
頁
で
そ
う
論
じ
た
が
、
商
取
引
と
は
異
な

る
賄
賂
の
事
例
一
件
だ
け
で
中
国
に
お
け
る
天
銀
（
礦
銀
）
の
評
価
額
を
論
じ
た
の
は
や
や
早
計
で
あ
っ
た
。

（
46
） 　
『
承
政
院
日
記
』
第
六
四
九
冊
、
英
祖
三
年
一
一
月
一
一
日
。

（
47
） 　

同
右
、
第
九
七
三
冊
、
英
祖
二
〇
年
六
月
一
一
日
。

（
48
） 　

同
右
、
第
九
三
八
冊
、
英
祖
一
七
年
一
一
月
二
〇
日
。

（
49
） 　

朴
趾
源
は
『
熱
河
日
記
』「
太
学
留
館
録
」
の
中
で
、
屢
一
旺
と
い
う
中
国
人
か
ら
漂
着
朝
鮮
船
が
寛
永
通
宝
を
満
載
し

て
い
る
の
を
見
た
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
朝
鮮
の
漂
流
船
が
日
本
の
寛
永
通
宝
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得

な
い
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
五
七
冊
、
英
祖
五
一
年
一
〇
月
二
八
日
の
条
に
よ
る
と
、
漂
流
日
本

船
か
ら
寛
永
通
宝
が
出
て
き
た
と
の
報
告
を
受
け
た
英
祖
は
、
日
本
に
も
銅
銭
が
通
行
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
い
て

い
る
。




